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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公表番号】特表2018-504634(P2018-504634A)
【公表日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-006
【出願番号】特願2017-536350(P2017-536350)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/29     (2014.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/23     (2014.01)
   Ｂ４２Ｄ  25/30     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/18     　　　　
   Ｂ４２Ｄ   15/10     ２９０　
   Ｂ４２Ｄ   15/10     ２３０　
   Ｂ４２Ｄ   15/10     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セキュリティエレメント（１）を形成する方法であって、
　ａ）三次元オブジェクト（２１）を記録するステップと、
　ｂ）関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記三次元オブジェクトの表面プロファイル（３
７）を決定するステップであって、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）は、前記表面プロファイル（３
７）と、座標点ｘ，ｙにおける座標軸ｘ，ｙに亘る二次元基準面（３２）との間の距離を
表す、表面プロファイル（３７）を決定するステップと、
　ｃ）第１の微細構造（４４）を決定するステップであって、前記第１の微細構造体（４
４）の構造高さを、前記表面プロファイル（３７）と前記二次元基準面（３２）との間の
最大距離（３１）よりも小さい所定の値に制限し、かつ前記第１の微細構造体（４４）が
、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記三次元オブジェクトの前記表面プロファイル
（３７）に対応する第１の光学的知覚を観察者に提供するように、第１の微細構造（４４
）を決定するステップと、
　ｄ）前記第１の微細構造（４４）を前記セキュリティエレメント（１）の層に導入する
ステップであって、前記第１の微細構造（４４）の導入は、前記セキュリティエレメント
（１）の前記層における前記第１の微細構造（４４）が前記第１の光学的知覚を前記観察
者に提供するように、特に、リソグラフィー法により行われる、ステップと、
　を含む、ことを特徴とするセキュリティエレメント（１）を形成する方法。
【請求項２】
　前記三次元オブジェクトを記録するステップａ）は、仮想三次元オブジェクトの生成、
並びに／又は、記録装置、特にコンタクトプロフィルメータ及び／若しくはレーザスキャ
ナを用いた現実の三次元オブジェクトの記録を含み、
　好ましくは、前記記録装置の空間分解能は、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記
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三次元オブジェクトの前記表面プロファイル（３７）の示す最小構造の少なくとも１．５
倍、好ましくは２倍、さらに好ましくは２．５倍に対応する、ことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　バイナリ表面レリーフ（５０）、多階段状表面レリーフ及び／又は連続的表面レリーフ
（４０）を有する微細構造は、前記ステップｃ）において第１の微細構造（４４）として
決定され、及び／又は、
　前記第１の微細構造（４４）の前記構造高さ（５３）は、バイナリ表面レリーフ（５０
）の形成のため前記第１の微細構造（４４）の表面全体に亘って実質的に一定となるよう
に選択され、
　前記第１の微細構造の前記バイナリ表面レリーフ（５０）の格子バー（５１）の幅及び
／又は格子溝（５２）の幅は、前記観察者に前記第１の光学的知覚を提供するように選択
され、及び／又は、
　連続的表面レリーフの形成のため、前記第１の微細構造は、第１の微細構造の前記連続
的表面レリーフ（４０）の格子溝の一方の側面（４１）が、各々の場合において、互いに
平行をなし、かつ前記二次元基準面（３２）に直交する面に実質的に平行をなすように設
計されるとともに、前記第１の微細構造は、前記格子溝の他方の側面（４２）が、各々の
場合に、少なくとも所定の領域において、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記三次
元オブジェクトの前記表面プロファイル（３７）と平行をなすように設計され、及び／又
は、
　前記第１の微細構造の前記連続的表面レリーフの形成のため、前記第１の微細構造（４
４）は、当該第１の微細構造の構造高さ（４３）の所定値を法とする関数Ｆ（ｘ，ｙ）に
より表される表面プロファイル（３７）の結果と等しくなるように設計され、
　好ましくは、少なくとも所定の領域において、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前
記三次元オブジェクトの前記表面プロファイル（３７）と平行をなす前記格子溝の他方の
側面（４２）は、各々の場合において、階段に近似しており、この階段に近似した高さが
前記二次元基準面（３２）の所定の座標点ｘと座標点ｙとの間において一定であり、かつ
前記連続的表面レリーフ（４０）を有する前記第１の微細構造の座標点ｘ及び座標点ｙの
各々における値に対応するように、前記他方の側面が階段に近似している、ことを特徴と
する請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　セキュリティ文書（２）、特に、紙幣、身分証明書、ビザ、証券又はクレジットカード
をマーキングするためのセキュリティエレメント（１）であって、
　前記セキュリティエレメント（１）の層は、第１の微細構造（４４）を有し、
　前記第１の微細構造体（４４）の構造高さ（４３，５３）が、関数Ｆ（ｘ，ｙ）により
表される三次元オブジェクトの表面プロファイル（３７）と、座標軸ｘ，ｙに亘る二次元
基準面（３２）と、の間の最大距離（３１）よりも小さい所定の値に制限されるように、
前記第１の微細構造（４４）が成形され、
　前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）は、前記表面プロファイル（３７）と、座標点ｘ，ｙにおける前
記二次元基準面（３２）との間の距離を表し、
　前記第１の微細構造（４４）は、前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される三次元オブジェ
クトの前記表面プロファイル（３７）に対応する第１の光学的知覚を観察者に提供する、
ことを特徴とするセキュリティエレメント（１）。
【請求項５】
　セキュリティエレメント（１）であって、
　前記セキュリティエレメント（１）は、一つ又は複数の第１の区域（８１）において、
第１の微細構造を有し、
　前記第１の微細構造は、第１のオブジェクト（８２）の空間的知覚に対応する第１の光
学的知覚を観察者に提供するように成形され、
　前記セキュリティエレメント（１）は、一つ又は複数の第２の区域（８０）において、
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第２の微細構造を有し、
　前記第２の微細構造は、前記第１のオブジェクト（８２）の多色表現に対応する第２の
光学的知覚を前記観察者に提供するように成形され、
　前記第１のオブジェクト（８２）の前記第１の光学的知覚及び前記第１のオブジェクト
（８２）の前記第２の光学的知覚は同時に前記観察者に知覚される、ことを特徴とするセ
キュリティエレメント（１）。
【請求項６】
　前記第１の微細構造（４４）は、前記セキュリティエレメント（１）の層に成形され、
この第１の微細構造（４４）の成形は、前記第１の微細構造体（４４）の構造高さ（４３
，５３）が、関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される三次元オブジェクトの表面プロファイル（
３７）と、座標軸ｘ，ｙに亘る二次元基準面（３２）と、の間の最大距離（３１）よりも
小さい所定の値に制限されるように行われ、
　前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）は、前記表面プロファイル（３７）と、座標点ｘ，ｙにおける前
記二次元基準面（３２）との間の距離を表し、
　前記第１の微細構造（４４）により前記観察者に提供される前記第１の光学的知覚は、
前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記三次元オブジェクトの前記表面プロファイル（
３７）に対応する、ことを特徴とする請求項５に記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項７】
　前記第１の微細構造（４４）は、バイナリ表面レリーフ（５０）、多階段状表面レリー
フ又は連続的表面レリーフ（４０）を有し、及び又は、
　パラメータである、前記第１の微細構造（４４）の格子深さ、方位角又は格子周期の少
なくとも１つが、所定の変動範囲内で擬似ランダムに変化し、
　好ましくは、前記第１の微細構造（４４）の最大格子深さと、前記第１の微細構造（４
４）の最小格子深さとの間の差は、０．１μｍ～１０μｍ、好ましくは０．２５μｍ～２
．５μｍであり、
　前記格子深さは、前記第１の微細構造（４４）の前記最大格子深さと、前記第１の微細
構造（４４）の前記最小格子深さとの間において擬似ランダムに変化する、ことを特徴と
する請求項４～６のいずれかに記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項８】
　前記第１の微細構造（４４）を含むセキュリティエレメントの層は、反射層、特に、金
属層、及び／又はＨＲＩ層若しくはＬＲＩ層を含み、及び又は、
　前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記表面プロファイル（３７）は、一つ又は複数
の英数字、幾何学的図形、肖像画、及び／又は他のオブジェクト若しくはモチーフを含み
、及び又は、
　前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）は、所定の複数の領域では連続的であり、他の所定の複数の領域
では微分可能な関数であり、及び／又は、
　前記関数Ｆ（ｘ，ｙ）により表される前記表面プロファイル（３７）が入射光（３５）
を偏向させる方向と同一の方向へと、前記第１の微細構造（４４）が入射光（３５）を偏
向させるように、前記第１の微細構造（４４）が成形される、ことを特徴とする請求項４
，６～７のいずれかに記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項９】
　前記第１のオブジェクト（８２）の多色表現は、色空間、特にＲＧＢ色空間の少なくと
も２つの異なる原色を含み、及び／又は、
　前記第２の微細構造は、実際の色彩を有するホログラム、及び／又はキネグラム（登録
商標）である、ことを特徴とする請求項４～８のいずれかに記載のセキュリティエレメン
ト（１）。
【請求項１０】
　前記一つ又は複数の第１の区域（８１）及び一つ又は複数の第２の区域（８０）は、グ
リッドに従って配置されている、ことを特徴とする請求項４～９のいずれかに記載のセキ
ュリティエレメント（１）。
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【請求項１１】
　グリッド幅は、人間の裸眼の解像度の限界より小さく、特に、前記グリッド幅は、３０
０μｍよりも小さく、好ましくは、２００μｍよりも小さく、及び又は、
　前記グリッドは、前記ｘ軸又は前記ｙ軸に亘る一次元グリッド、特にライングリッドで
あり、又は、
　前記グリッドは、前記ｘ軸及び前記ｙ軸に亘る二次元グリッド、特にドットグリッドで
ある、
ことを特徴とする請求項４～１０のいずれかに記載のセキュリティエレメント（１）。
【請求項１２】
　請求項４～１１のいずれかに記載の少なくとも１つのセキュリティエレメント（１）を
有するセキュリティ文書（２）であって、特に、紙幣、身分証明書、ビザ、証券又はクレ
ジットカードであるセキュリティ文書（２）。
【請求項１３】
　請求項４～１１のいずれかに記載の少なくとも１つのセキュリティエレメント（１）を
有する転写フィルム（９０）であって、
　前記少なくとも１つのセキュリティエレメント（１）は、前記転写フィルム（９０）の
キャリアフィルム（９１）に対して取り外し可能に配置される、ことを特徴とする転写フ
ィルム（９０）。
【請求項１４】
　請求項４～１１のいずれかに記載の少なくとも１つのセキュリティエレメント（１）を
有する積層フィルムであって、
　前記少なくとも１つのセキュリティエレメント（１）は、前記積層フィルムに組み込ま
れる、ことを特徴とする積層フィルム。
【請求項１５】
　特に請求項４～１１のいずれかに記載されたセキュリティエレメント（１）を形成する
方法であって、
　一つ又は複数の第１の区域（８１）において、第１の微細構造は、特にリソグラフィー
法により形成され、
　前記第１の微細構造は、第１のオブジェクト（８２）の空間的知覚に対応する第１の光
学的知覚を観察者に提供するように成形され、
　一つ又は複数の第２の区域（８０）において、第２の微細構造は、特に見当合わせされ
た露光により形成され、
　前記第２の微細構造は、前記第１のオブジェクト（８２）の多色表現に対応する第２の
光学的知覚を前記観察者に提供するように成形され、
　前記第１の微細構造及び前記第２の微細構造は、前記第１のオブジェクト（８２）の前
記第１の光学的知覚及び前記第１のオブジェクト（８２）の前記第２の光学的知覚が、同
時に前記観察者に知覚されるように形成される、ことを特徴とする方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　１　セキュリティエレメント
　２　セキュリティ文書
　３　幾何学的図形
　４　セキュリティスレッド
　５　観察者
　６，７，８　ｘ座標軸、ｙ座標軸、ｚ座標軸
　２０　二次元画像
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　２１　三次元オブジェクト
　２２　観察者
　２３　光学的知覚
　３０　球状プロファイル
　３１，４３，５３　構造高さ
　３２　基準面
　３５　入射光
　３６　方向
　３７　表面プロファイル
　３４，３５　材料層
　４０　連続的表面レリーフ
　４１，４２　側面
　４４　微細構造
　４５，４６　層
　５０　バイナリ表面レリーフ
　５１　格子バー
　５２　格子溝
　６０　造形的表現
　６１，６２，６３　色分解
　６４，６５，６６　グリッドマスク
　６７　細部
　６８　ドットグリッド
　８０，８１　区域
　８２　オブジェクト
　９０　転写フィルム
　９１　キャリアフィルム
　９２　剥離層
　９３　保護層
　９４　接着層
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